
議案第３号 埼玉西部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第１条 新旧対照表 

新 旧 

（期末手当） （期末手当） 

第２３条 （略）  第２３条 （略）  

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５を

乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期間における当該

職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２０を

乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期間における当該

職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用

については、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１

００分の７０」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用

については、同項中「１００分の１２０」とあるのは「１

００分の６７．５」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２６条 （略）  第２６条 （略）  

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合

を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給す

る勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合

を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給す

る勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

(１) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外

の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞ

れの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあって

(１) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外

の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞ

れの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあって



は、退職し、又は死亡した日現在。次項において同

じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対

する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の

１０５を乗じて得た額の総額 

は、退職し、又は死亡した日現在。次項において同

じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対

する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の

１００を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当

該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１０

０分の５０を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当

該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１０

０分の４７．５を乗じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

別表第１（第３条関係） 

給料表 

（略） 
 

別表第１（第３条関係） 

給料表 

（略） 
 

  



議案第３号 埼玉西部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第２条 新旧対照表 

新 旧 

（期末手当） （期末手当） 

第２３条 （略）  第２３条 （略）  

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２２．

５を乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期間における

当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５を

乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期間における当該

職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用

については、同項中「１００分の１２２．５」とあるのは

「１００分の６８．７５」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用

については、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１

００分の７０」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２６条 （略）  第２６条 （略）  

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合

を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給す

る勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合

を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給す

る勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

(１) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外

の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞ

れの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあって

(１) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外

の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞ

れの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあって



は、退職し、又は死亡した日現在。次項において同

じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対

する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の

１０２．５を乗じて得た額の総額 

は、退職し、又は死亡した日現在。次項において同

じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対

する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の

１０５を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当

該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１０

０分の４８．７５を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当

該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１０

０分の５０を乗じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

 

 


